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１. 経営戦略策定の趣旨と改訂の背景 

(１) 経営戦略策定の趣旨と改訂の背景 

農業集落排水*事業を取り巻く経営環境は、人口減少や節水型社会の浸透による使用

料収入の減少、施設の老朽化に伴う更新費用の増加などにより厳しさが増しています。 

 このような中、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むため、令和2年

度に「前橋市農業集落排水事業経営戦略」を策定し、さらに、令和5年度には本市農業

集落排水事業について地方公営企業法を全部適用（以降「法適用」という。）し、官庁

会計から公営企業会計に移行しました。 

 本経営戦略は、令和7年度に中間見直しの時期を迎えることから、今回の改訂により、

従来の官庁会計の考え方に基づく計画から公営企業の考え方に基づく計画への移行を

中心とした見直しを行い、本経営戦略と法適用後の経営状況との統一を図るものです。 

 

 

(２) 経営戦略の対象期間 

今回の見直しでは、本経営戦略の対象期間は変更せず、従前と同様、令和3年度から

令和12年度までの10年間とします。 

 また、事業の進捗や環境の変化により著しく現状とかけ離れる場合には、随時見直す

こととします。 

 

 

 

 

 

図 1－1 経営戦略の計画期間のイメージ 

 

  

 
* 本文中の下線（点線）の用語は、p.51～58「７用語解説」の用語解説で説明しています。 

計画期間10年

令和３年度 令和12年度見直し
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(３) 経営戦略の位置付け 

群馬県では、下水道や農業集落排水及び合併処理浄化槽などの汚水処理事業を経済的

効率的に推進するために、汚水処理施設の特性や地形集落の形成状況など地域の実情を

踏まえ、各地域に最もふさわしい汚水処理施設を定めた計画として、「群馬県汚水処理

計画」を策定しています。 

 本市ではこれを受けて中期・長期の汚水処理計画である「前橋市アクションプラン」

を策定しています。さらに、農業集落排水事業においては、計画的に農業集落排水施設

を整備・改築し、より効率的に機能保全を行うため、「前橋市アクションプラン」と連

携した「農業集落排水事業最適整備構想」（以下、「最適整備構想」という。）を策定し

ています。 

 そして、以上の「前橋市アクションプラン」及び「最適整備構想」の下で各地区の計

画(図1-2中の「各地区農業集落排水事業計画」）を策定しています。 

 本経営戦略は、以上の諸計画の内容と整合を図りながら、本市の農業集落排水事業の

中長期的な経営の基本計画として位置付けます。 

 

 

図 1－2 経営戦略の位置付け 

  

連携 群馬県

汚水処理

計画

群馬県汚水処理計画

に基づく
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農業集落排水事業

最適整備構想

各地区

農業集落排水事業計画

前橋市

農業集落排水事業

経営戦略

単費事業

機能強化事業
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２. 前橋市農業集落排水事業の現状と課題 

(１) 農業集落排水事業の目的と役割 

農業集落排水事業により整備される農業集落排水施設は、農業集落の形態に適した小

規模集合処理方式の汚水処理施設です。 

 農業集落排水事業は、農村地域の一般家庭等から排出される、し尿及び生活雑排水を

農業集落排水施設に集めて処理することにより、農業用用排水路の水質保全と農村地域

の生活環境の整備改善を行い、農業生産の増大と生活環境の向上を図ることを目的とし

ています。 

 また、農業集落排水事業は、処理水の農業用水への再利用や、汚泥の農地還元を行う

ことにより、農村地域における循環型社会を構築する役割も担っています。 

 

図 2－1 集合処理方式のイメージ図 

（中央環境審議会 水環境部会 総量削減専門委員会（９次）（第 2 回）資料４ 

「農業集落排水事業の取組状況について」(農林水産省農村振興局 整備部地域整備課)より抜粋） 

汚水処理の手法には、汚水を管渠で処理場に集めて処理する下水道や集落排水、各家

庭で個別に処理する浄化槽があります。 

 各汚水処理施設の特性や経済性等を勘案して、地域の実情に応じた最適な整備手法を、

群馬県が「群馬県汚水処理計画」と定め、本市においては「群馬県汚水処理計画」に基

づき策定した「前橋市アクションプラン」に基づき農業集落排水施設の整備及び維持管

理を進めています。 
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図 2－2 汚水処理施設の整備の考え方 

（中央環境審議会 水環境部会 総量削減専門委員会（９次）（第 2 回）資料４ 

「農業集落排水事業の取組状況について」（(農林水産省農村振興局整備部地域整備課)より抜粋） 

公共下水道事業・合併処理浄化槽設備事業と農業集落排水事業の対象地域・対象人口・

対象汚水等の相違点の比較は、以下の通りです。 

 

表 2－1 各汚水処理施設の整備事業等の比較 

区分 
公共下水道事業 

特定環境保全公共下水道 
農業集落排水事業 合併処理浄化槽設備事業 

対象地域 

公共下水道：主として市街地 

特定環境保全公共下水道： 

市街化区域以外の区域 

農業振興地域（これと一体的に

整備することを相当とする区

域を含む）内の農業集落 

下水道法の認可を受けた事業計

画に定められた予定処理区域以

外の地域 

根 拠 法 又

は 予 算 上

措置 

下水道法 農山漁村地域整備交付金等 
浄化槽設置整備事業 

浄化槽市町村整備推進事業 

対象人口 

公共下水道：特になし 

特定環境保全公共下水道： 

1,000～10,000 人 

（1,000 人以下も可） 

受益戸数が概ね 20 戸以上 

原則として概ね 1,000 人以下 

特に制限なし 

（市町村が設置主体の場合は 20

戸以上） 

対象汚水 

・汚水 

(生活雑排水・し尿、工場・事

業場排水等) 

・雨水 

・汚水 

(生活雑排水・し尿) 

・雨水 

 

・汚水 

(生活雑排水・し尿) 

 

 

施 設 の 整

備内容 

・汚水処理 

・汚泥処理 
・雨水対策 

・汚水処理 

・汚泥処理 

・汚水処理 

※別途、汚泥処理施設が必要 

（国交省 HP https://www.mlit.go.jp/mizukokudo_sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000418.htnl を

もとに作成） 
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(２) 前橋市農業集落排水事業の概要 

① 前橋市の農業集落排水 

本市の農業集落排水事業は、農村の生産基盤と生活基盤を総合的、一体的に整

備するために昭和48年に創設された農村総合整備モデル事業の一工種として前

橋東部地区で昭和50年度から整備を開始し、昭和54年度に供用開始しました。 

 平成22年度の白川東地区農業集落排水処理施設の供用開始により、採択された

事業は全て完了し、本市の農業集落排水処理施設は19か所（20処理区）となりま

した。 

表 2－2 農業集落排水事業の概要（令和 6年 3月 31 日現在） 

 
（令和 5 年度 決算統計より集計） 

 

② 農業集落排水の処理施設の概要 

各処理施設の諸元は、以下の通りです。なお、横引と横引第二地区排水処理施

設は同一所在地にあるため、一処理場として横引地区集落排水処理施設に記載し

た。 

1) 小屋原集落排水処理施設（前橋東部地区） 

表 2－3 小屋原集落排水処理施設（前橋東部地区） 

 

 

 

 

法適・非適の区分 法適※

全体計画人口（人） 43,300

処理区域内人口（人） 27,608

全体計画区域面積（ha） 1,509.9

処理区域内人口密度（人／ha） 18.3

流域下水道等への接続 無し

処理区数 20

処理場数 19

※ 令和5年4月1日に地方公営企業法を全部適用

広域化・共同化・最適化実施状況

城南住宅団地排水処理施設（コミュニティ

プラント）を荒砥北部地区集落排水施設

へ、稲里地区を新屋地区集落排水施設へ接

続準備検討中

所在地 小屋原町1370-1

完成年月 昭和53年3月

供用開始年月 昭和54年9月

敷地面積 (㎡） 2,600

建物面積 (㎡） 355.91

処理対象戸数 (戸） 1,000

処理対象人口 (人） 3,800

処理能力 (㎥／日） 2,200

処理方式 長時間ばっ気方式

JARUS型 －
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2) 公田地区集落排水処理施設 

表 2－4公田地区集落排水処理施設 

 

3) 下増田地区集落排水処理施設 

表 2－5 下増田地区集落排水処理施設 

 

4) 上増田地区集落排水処理施設 

表 2－6 上増田地区集落排水処理施設 

 

5) 大室地区集落排水処理施設 

表 2－7 大室地区集落排水処理施設 

 

所在地 公田町634

完成年月 昭和62年3月

供用開始年月 昭和62年5月

敷地面積 (㎡） 1,218

建物面積 (㎡） 85.75

処理対象戸数 (戸） 144

処理対象人口 (人） 650

処理能力 (㎥／日） 176

処理方式 土壌被覆接触ばっ気方式

JARUS型 JARUS-Ⅰ型

所在地 下増田町490

完成年月 平成元年3月

供用開始年月 平成元年8月

敷地面積 (㎡） 3,537

建物面積 (㎡） 158.59

処理対象戸数 (戸） 232

処理対象人口 (人） 1,060

処理能力 (㎥／日） 287

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣG型

所在地 上増田町139

完成年月 平成4年5月

供用開始年月 平成4年11月

敷地面積 (㎡） 1,941

建物面積 (㎡） 295.63

処理対象戸数 (戸） 265

処理対象人口 (人） 1,300

処理能力 (㎥／日） 351

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣG型

所在地 東大室町231-3

完成年月 平成6年9月

供用開始年月 平成6年10月

敷地面積 (㎡） 4,800

建物面積 (㎡） 570.3

処理対象戸数 (戸） 635

処理対象人口 (人） 2,800

処理能力 (㎥／日） 756

処理方式 オキシデーションディッチ方式

JARUS型 JARUS-OD型



２前橋市農業集落排水事業の現状と課題 

7 
 

6) 今井地区集落排水処理施設 

表 2－8 今井地区集落排水処理施設 

 

7) 二之宮地区集落排水処理施設 

表 2－9 二之宮地区集落排水処理施設 

 

8) 樋越地区集落排水処理施設 

表 2－10 樋越地区集落排水処理施設 

 

9) 稲里地区集落排水処理施設 

表 2－11 稲里地区集落排水処理施設 

 

所在地 上増田町1446-1

完成年月 平成10年10月

供用開始年月 平成11年4月

敷地面積 (㎡） 4,176

建物面積 (㎡） 560.93

処理対象戸数 (戸） 607

処理対象人口 (人） 2,960

処理能力 (㎥／日） 800

処理方式 オキシデーションディッチ方式

JARUS型 JARUS-OD型

所在地 新井町176-1

完成年月 平成13年10月

供用開始年月 平成13年12月

敷地面積 (㎡） 3,633

建物面積 (㎡） 399.09

処理対象戸数 (戸） 1,157

処理対象人口 (人） 4,840

処理能力 (㎥／日） 1,307

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣ96型

所在地 樋越町775

完成年月 平成10年3月

供用開始年月 平成10年10月

敷地面積 (㎡） 2,558

建物面積 (㎡） 444.47

処理対象戸数 (戸） 714

処理対象人口 (人） 2,840

処理能力 (㎥／日） 767

処理方式 回分式活性汚泥方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅠ96型

所在地 粕川町新屋110

完成年月 平成8年12月

供用開始年月 平成9年4月

敷地面積 (㎡） 3,741

建物面積 (㎡） 226.97

処理対象戸数 (戸） 211

処理対象人口 (人） 950

処理能力 (㎥／日） 257

処理方式 流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気方式

JARUS型 JARUS-Ⅲ型
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10) 新屋地区集落排水処理施設 

表 2－12 新屋地区集落排水処理施設 

 

11) 込皆戸地区集落排水処理施設 

表 2－13 込皆戸地区集落排水処理施設 

 

12) 馬場地区集落排水処理施設 

表 2－14 馬場地区集落排水処理施設 

 

13) 荒砥北部地区集落排水処理施設 

表 2－15 荒砥北部地区集落排水処理施設 

 

所在地 粕川町深津176-1

完成年月 平成12年3月

供用開始年月 平成13年4月

敷地面積 (㎡） 3,154

建物面積 (㎡） 469.61

処理対象戸数 (戸） 422

処理対象人口 (人） 2,180

処理能力 (㎥／日） 589

処理方式 回分式活性汚泥方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅠ96型

所在地 粕川町込皆戸400-2

完成年月 平成14年3月

供用開始年月 平成14年6月

敷地面積 (㎡） 3,269.1

建物面積 (㎡） 391.88

処理対象戸数 (戸） 760

処理対象人口 (人） 2,850

処理能力 (㎥／日） 770

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣ96型

所在地 馬場町422-8

完成年月 平成19年11月

供用開始年月 平成20年1月

敷地面積 (㎡） 1,172

建物面積 (㎡） 254.71

処理対象戸数 (戸） 174

処理対象人口 (人） 740

処理能力 (㎥／日） 200

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣG型

所在地 二之宮町88

完成年月 平成21年3月

供用開始年月 平成21年4月

敷地面積 (㎡） 4,952

建物面積 (㎡） 602.9

処理対象戸数 (戸） 1,263

処理対象人口 (人） 6,030

処理能力 (㎥／日） 1,629

処理方式 オキシデーションディッチ方式

JARUS型 JARUS-OD96型
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14) 米野地区集落排水処理施設 

表 2－16 米野地区集落排水処理施設 

 

15) 横引地区集落排水処理施設 

表 2－17 横引地区集落排水処理施設 

 

表 2－18 横引第二地区集落排水処理施設 

 

16) 市之木場地区集落排水処理施設 

表 2－19 市之木場地区集落排水処理施設 

 

 

所在地 富士見町米野1322

完成年月 昭和63年3月

供用開始年月 昭和63年5月

敷地面積 (㎡） 3,247.57

建物面積 (㎡） 218.92

処理対象戸数 (戸） 236

処理対象人口 (人） 1,180

処理能力 (㎥／日） 319

処理方式 土壌被覆接触循環ばっ気方式

JARUS型 JARUS-Ⅰ型

所在地 富士見町横室1033

完成年月 平成元年3月

供用開始年月 平成元年10月

敷地面積 (㎡） 1,552

建物面積 (㎡） 164.18

処理対象戸数 (戸） 300

処理対象人口 (人） 1,380

処理能力 (㎥／日） 373

処理方式 流量調整、嫌気性ろ床併用接触ばっ気方式

JARUS型 JARUS-Ⅲ型

所在地 富士見町横室1033

完成年月 平成17年3月

供用開始年月 平成18年4月

敷地面積 (㎡） 1,425

建物面積 (㎡） 135.98

処理対象戸数 (戸） 191

処理対象人口 (人） 820

処理能力 (㎥／日） 221

処理方式 流量調整、嫌気性ろ床併用接触ばっ気方式

JARUS型 JARUS-Ⅲ型

所在地 富士見町引田102

完成年月 平成4年3月

供用開始年月 平成4年10月

敷地面積 (㎡） 2,289

建物面積 (㎡） 221

処理対象戸数 (戸） 210

処理対象人口 (人） 790

処理能力 (㎥／日） 214

処理方式 連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣG型
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17) 石井地区集落排水処理施設 

表 2－20 石井地区集落排水処理施設 

 

18) 富士見東部地区集落排水処理施設 

表 2－21 富士見東部地区集落排水処理施設 

 

19) 白川東地区集落排水処理施設 

表 2－22 白川東地区集落排水処理施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 富士見町石井262

完成年月 平成5年3月

供用開始年月 平成5年10月

敷地面積 (㎡） 1,999

建物面積 (㎡） 375.84

処理対象戸数 (戸） 295

処理対象人口 (人） 1,020

処理能力 (㎥／日） 276

処理方式 最初沈殿槽を前置きした連続流入間欠ばっ気方式

JARUS型 JARUS-ⅩⅣR型

所在地 富士見町小暮642

完成年月 平成11年3月

供用開始年月 平成11年10月

敷地面積 (㎡） 5,973

建物面積 (㎡） 576.62

処理対象戸数 (戸） 629

処理対象人口 (人） 2,770

処理能力 (㎥／日） 748

処理方式 オキシデーションディッチ方式

JARUS型 JARUS-OD型

所在地 富士見町小暮107

完成年月 平成21年3月

供用開始年月 平成22年10月

敷地面積 (㎡） 3,755.28

建物面積 (㎡） 548.58

処理対象戸数 (戸） 570

処理対象人口 (人） 2,340

処理能力 (㎥／日） 632

処理方式 オキシデーションディッチ方式

JARUS型 JARUS-OD96型
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農業集落排水の処理区域図及び施設の位置図は、以下の通りです。 

 

図 2－3 前橋市農業集落排水の処理区域 

今井 

公田 

前橋東部 

上増田 下増田 

二之宮 

大室 

込皆戸 

新屋 稲里 
馬場 

樋越 

荒北砥北 

富士見東部 

白川東 

石井 

横井 

横井第二 

米野 

前橋市役所 

※ 農業集落排水の処理区域にある片カッコの番号は、 

p.7～12「2(2)②農業集落排水の処理施設の概要」の 

各処理施設の番号に対応する 
農業集落排水の処理区域※ 

単独公共下水道の処理区域 

流域関連公共下水道の全体計画区域（赤枠線）及び供用区域（黄色） 

凡例 

特定環境保全公共下水道の処理区域 

1) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

16) 

17) 

18) 19) 

15) 

2) 

北 
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図 2－4 前橋市農業集落排水の処理施設 

前橋市役所 

北 

凡例 

国道 

高速道路 

その他道路 鉄道 

河川 

農業集落排水の処理施設※ 

1) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11) 

12) 

13) 

14) 
16) 

17) 

18) 

19) 

15) 

2) 

※ 農業集落排水の処理施設にある片カッコの番号は、 
p.7～12「2(2)②農業集落排水の処理施設の概要」の 

各処理施設の番号に対応する 
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各地区の処理施設の外観は、以下の写真の通りです。 

 

 
1) 小屋原集落排水処理施設 

（前橋東部地区） 

 
2) 公田地区 

集落排水処理施設 

 
3) 下増田地区 

集落排水処理施設 

 
4) 上増田地区 

集落排水処理施設 

 
5) 大室地区 

集落排水処理施設 

 
6) 今井地区 

集落排水処理施設 

 
7) 二之宮地区 

集落排水処理施設 

 
8) 樋越地区 

集落排水処理施設 

 
9) 稲里地区 

集落排水処理施設 

 
10) 新屋地区 

集落排水処理施設 

 
11) 込皆戸地区 

集落排水処理施設 

 
12) 馬場地区 

集落排水処理施設 

図 2－5 処理施設の写真 
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13) 荒砥北部地区 

集落排水処理施設 

 
14) 米野地区 

集落排水処理施設 

 
15) 横引地区集落排水処理施設 

（横引及び横引第二 

  地区集落排水処理施設） 

 
16) 市之木場地区 

集落排水処理施設 

 
17) 石井地区 

集落排水処理施設 

 
18) 富士見東部地区 

集落排水処理施設 

 
19) 白川東地区 

集落排水処理施設 

  

 

図 2－5 処理施設の写真 
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③ 農業集落排水の処理方式 

農業集落排水の処理は、公共下水道と同様、微生物を利用して行います。 

●しかし、農業集落排水は、公共下水道と比較して水量が少ないことから、処理

施設も規模が小さくなります。このため、農業集落排水処理施設の処理方式は、

下水道と類似した方式ではありますが、小規模施設でもより効果を発揮するよう

な処理方式が採用されています。 

 これら農業集落排水の処理方式は、主に一般社団法人地域環境資源センター

（以下、「JARUS」という。）により開発されており、JARUSが開発した処理方式を

用いた処理施設は、JARUS型処理施設と呼ばれています。 

 本市でも、農業集落排水の処理施設はJARUSが開発した処理方式を採用してお

り、各地域の特性に合わせて、さまざまな処理方式を採用しています。 

 JARUS-X Ⅳ型は、ばっ気を間欠にすることで、窒素処理にも対応した処理方式

となっています。また、JARUS使用-OD型は、汚水と汚泥が常に巡回するオキシデ

ーションディッチ槽に、汚水を連続的に流入させる方式で、滞留時間が長く安定

した処理が行える方式です。 
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(３) 農業集落排水処理施設使用料の概要・考え方 

農業集落排水事業を含む公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制が原則

であり、常に企業の経済性を発揮することが求められます。農業集落排水事業が独立採

算制に則って経営するためには、経営に必要な費用を適正に原価に反映させて、これを

踏まえた使用料の設定を行うことが重要です。 

 また、使用料は、必要な費用（原価）を賄うだけでは充分ではなく、将来の施設等の

更新投資の重要な財源となります。さらに、安定的な経営を行うためには、定期的な使

用料水準の見直しも必要となります。 

 本市の農業集落排水事業の使用料の体系は、昭和54年の前橋東部地区の供用開始の際

には公共下水道に準じて試算し、公共下水道使用料の約1.8倍となっていました。 

 その後、使用住民の負担軽減と都市計画税が賦課されていない市街化調整区域の施設

整備という観点等から公共下水道使用料の1.5倍とし、その後、平成12年4月1日より、

市民が享受するサービスの公平性の観点から、公共下水道事業の使用料体系と同様とな

っています。令和8年4月1日現在の使用料体系は以下の通りです。 

 

表 2－23 農業集落排水処理施設使用料１か月分の料金表（税抜き） 

 

（前橋市地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例第 7 条 

及び前橋市公共下水道条例第 16 条） 

 

(４) 組織 

本市の農業集落排水事業は、水道局下水道整備課集落排水係で運営しており、令和7

年4月1日現在5名の職員で運営しており、令和7年4月1日現在の組織図は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－6 農業集落排水事業に係る組織（令和 7年 4月 1日現在） 

 

区分 基本料金
※

全口径共通 815円 135円 150円 155円 200円

※ 各料金は税抜き

従量料金
※

（１㎥につき）

8㎥まで 8㎥超30㎥まで 30㎥超50㎥まで 50㎥超300㎥まで 300㎥超
数量

口径
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事務の分担は以下の通りです。 

表 2－24 水道局下水道整備課集落排水係 事務の分担表 

 

 

(５) 民間活力の導入状況 

① 民間活用の状況 

本市の農業集落排水事業では、効率的な事業運営と経費節減の観点から、農業

集落排水処理施設使用料の収納業務を水道事業へ委任しています。また、処理施

設の維持管理業務を民間に委託して業務の効率化に努めています。 

 

② 資産活用の状況 

本市の農業集落排水事業では、電柱等の土地使用料が生じているものの、農業

集落排水事業の財産の積極的な貸付けによる活用は行っておりません。 

 

 

 

担当 No. 事務

1 係の統括及び調整に関すること。

2 工事及び委託業務の検査に関すること。

3 農業集落排水事業の維持管理に関すること。

4 県及び関係団体との連絡・調整に関すること。

5 国道等占用の調整に関すること。

6 係の調整に関すること。

7 工事及び委託業務の設計・監督に関すること。

8 国県市道の占用及び地下埋設物占用者との調整に関すること。

9 交付金事務に関すること。

10 汚水処理再編計画に関すること。

11 その他農業集落排水に関すること。

12 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

13 各種統計の取りまとめ。

土木 14 取付管関係の設計・監督に関すること。

係長

機械

・

土木

共通

機械
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(６) 経営状況 

農業集落排水事業の過去の経営成績（H30～R4）は表2－25及び図2－7の通りです。 

●なお、当表は税込金額で策定しており、法適用前の令和4年度までの状況を記載して

います。 

表 2－25 過去の経営成績（H30～R4） 

（単位：千円） 

 

 

図 2－7 営業収益と営業費用の推移 

 

収益的収支を見ると、令和2年度までは営業費用を賄える営業収益が計上されていま

す。しかし、営業外費用を含めた総費用は営業収益を大幅に上回っています。また、資

本的収支の収支差引はマイナスとなっています。これら不足分に対しては一般会計繰入

金（6～7億円程度）の一部を割り当てている状況となっています。一般会計繰入金に関

する分析は「(７)⑫ 一般会計繰入金の状況」に記載しています。 

 

項目 H30 R1 R2 R3 R4

1.収益的収支

(1)総収益(B)+(C)　(A) 759,466 757,498 756,688 763,128 676,436

　ア.営業収益(B) 290,945 289,589 302,694 297,806 245,007

　イ.営業外収益(C) 468,521 467,909 453,994 465,322 431,429

(2)総費用(E)+(F)　(D) 414,826 398,277 406,876 409,419 362,373

　ア.営業費用(E) 283,107 277,134 296,498 300,058 267,570

　イ.営業外費用(F) 131,719 121,143 110,378 109,361 94,803

(3)収支差引(A)-(D)(G) 344,640 359,221 349,812 353,709 314,063

2.資本的収支

(1)資本的収入(H) 396,999 521,130 382,934 511,586 402,622

(2)資本的支出(I) 733,617 888,373 730,216 858,695 691,137

(3)収支差引(H)-(I)(K) △ 336,618 △ 367,243 △ 347,282 △ 347,109 △ 288,515

3.収支再差引(G)+(K) 8,022 △ 8,022 2,530 6,600 25,548
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農業集落排水事業の過去の経営成績（R5～）は表2－26及び図2－8、2－9の通りです。 

●なお、当表は税抜金額で策定しており、法適用後の令和5年度からの状況を記載して

います。 

 公営企業会計への移行により、令和5年度からは経常的、維持管理的な経費をまとめ

た収益的収支と投資的、建設的な経費をまとめた資本的収支を明確に区分して経理して

います。また、従来の官庁会計では整理していなかった固定資産に係る減価償却費や長

期前受金など公営企業会計特有の科目の計上により、経営状況の正確な把握が可能にな

ります。 

表 2－26 過去の経営成績（R5～） 

収益的収支                 資本的収支 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－8 収益的収支と純損益の推移       図 2－9 資本的収支と繰越財源の推移 

 

 公営企業では、独立採算制の原則に則った経営が求められており、本市農業集落排水

事業においても主な営業収入である使用料収入により経常的、維持管理的な経費を賄っ

たうえで純利益を上げ、将来の施設更新等のための財源を確保していく必要があります。 

 収益的収支を見ると、令和 5 年度は純利益（黒字）、令和 6 年度見込では純損失（赤

字）が見込まれていますが、従来から収支差引で不足が生じている会計であり、以前か

ら一般会計からの繰入金に依存しているため、現状では当該収支における純損益の結果

が正確な経営状況を示しているものではありません。 

 また、資本的収支を見ると、令和 5年度、令和 6 年度見込ともに繰越財源を確保でき

ていますが、現状では事業継続に最低限必要な繰越財源を確保するために収益的収支に

おいて一般会計からの繰入金を繰り入れている状況です。 

 今後は、独立採算制の原則に則った経営の実現に向け、正確な経営状況の把握に努め

るとともに経営改善に向けた検討を進めていきます。 

 

（単位：千円）

項目 R5 R6

1.収益的収支

(1)収益的収入 1,540,540 1,295,839

(2)収益的支出 1,318,252 1,321,433

(3)純損益 222,288 △ 25,594

（単位：千円）

項目 R5 R6

2.資本的収支

(1)資本的収入 429,417 459,193

(2)資本的支出 727,997 751,886

(3)繰越財源 199,216 153,060
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(７) 現状分析 

① 現状分析のための主な経営指標 

総務省から公表されている令和4年度の「下水道事業経営指標・下水道使用料

の概要」において、農業集落排水事業については、表2－27に示す基準により個々

の事業を類型化し、類型ごとに経営分析に有効な指標を示しています。本市農業

集落排水事業は、処理区域面積1haあたり年間有収水量（「有収水量密度」）が2.5

千m3/ha未満、供用開始後年数が25年以上（昭和54年度供用開始）であることから、

区分d-1に分類されています。 

 

表 2－27 各汚水処理施設の整備事業等の比較区分 

 
（「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」(総務省)をもとに作成） 

 

総務省から公表されている「地方公営企業年鑑」・「下水道事業経営指標・下水

道使用料の概要」の指標を基礎に、今後の農業集落排水事業の経営状況を継続的

に把握していく指標として表2－28に挙げた経営指標を用いることとしています。 

 

経営比較分析表を用いた分析は巻末の別紙1をご参照ください。 

 

  

分類 基準 区分

　地理的条件

　別分類

　事業進捗度

　別分類

  処理区域面積1haあたり

  年間有収水量

  （「有収水量密度」）

  供用開始後年数

  a 7.5千㎥/ha以上

  b 5.0千㎥/ha以上7.5千㎥/ha未満

  c 2.5千㎥/ha以上5.0千㎥/ha未満

  d 2.5千㎥/ha未満

  1 供用開始後25年以上

  2 供用開始後15年以上25年未満

  3 供用開始後5年以上15年未満

  4 供用開始後5年未満
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表 2－28 主な経営指標の概要 

 

（「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」(総務省)をもとに作成）  

区分 経営指標 単位 指標の概要 算出式

下水道人口普及率 （％）

行政区域内人口に占める処理区域内人

口の割合である。当該事業の整備状況

を表すものである。

現在処理区域内人口

　÷行政区域内人口×100

進捗率 （％）

全体計画人口に占める処理区域内人口

の割合である。全体計画に対しての進

捗状況を表すものである。

現在処理区域内人口

　÷全体計画人口×100

一般家庭使用料 （円/月）

一般家庭において1か月あたり20㎥使

用した場合に下水道使用料として徴収

される金額である。

一般家庭用使用料（円）

（１か月20㎥あたり）

施設利用率 （％）

現在晴天時平均処理水量を現在処理能

力（晴天時）で除したものである。施

設の利用程度を示す。

現在晴天時平均処理水量(㎥/日)

　÷現在処理能力(晴天時)(㎥/日)

　×100

有収率 （％）

処理した汚水のうち使用料徴収の対象

となる有収水の割合である。高いほど

不明水が少なく効率的といえる。

年間有収水量

　÷年間汚水処理水量×100

水洗化率 （％）

現在処理区域内人口のうち、実際に水

洗便所を設置して汚水を処理している

人口の割合である。

現在水洗便所設置済人口

　÷現在処理区域内人口×100

使用料単価 （円/㎥）
有収水量１㎥あたりの使用料収入であ

り、使用料の水準を示す。

使用料収入

　÷年間有収水量

汚水処理原価 （円/㎥）

有収水量１㎥あたりの汚水処理費であ

り、その水準を示す。維持管理費と資

本費とに分けられる。

汚水処理費

　÷年間有収水量

汚水処理原価

（分流式下水道等に要す

る経費控除前）

（円/㎥）

不採算経費に対する操出しである「分

流式下水道等に要する経費」を控除す

る前の汚水処理原価である。

汚水処理費（分流式控除前）

　÷年間有収水量

汚水処理原価

（維持管理費）
（円/㎥）

日常の下水道施設の維持管理に要する

経費。人件費、動力費、薬品費、施設

補修費、管渠清掃費等で構成。

汚水処理費（維持管理費）

　÷年間有収水量

汚水処理原価

（資本費）
（円/㎥）

地方債元利償還額、地方債取扱諸費等

の合計額である。

（法適用企業では、減価償却費、企業

債等支払利息、企業債取扱諸費等の合

計額）

汚水処理費（資本費）

　÷年間有収水量

経費回収率 （％）
汚水処理に要した費用に対する、使用

料による回収程度を示す指標である。

使用料収入

　÷汚水処理費×100

経費回収率

（分流式下水道等に要す

る経費控除前）

（％）

汚水処理費から分流式下水道等に要す

る経費を控除する前の経費回収率であ

る。

使用料収入

　÷汚水処理費（分流式控除前）

　×100

総収支比率 （％）

総収益と総費用の比率を表したもので

ある。100％未満であると総収支が赤

字であることを示している。

総収益

　÷総費用×100

処理区域内人口１人あ

たりの企業債（地方

債）現在高

千円/人
企業債（地方債）現在高を処理区域内

人口で除したものである。

企業債（地方債）現在高

　÷現在処理区域内人口

事業の

概要

施設の

効率性

経営の

効率性

財政状

態の健

全性
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表 2－29 主な経営指標の推移 

 

※1 p.23～28 の「(７)現状分析②～⑬」に対応する。 

※2 使用料単価の順位は、金額の高い順で順位付けされている。 

  金額の低い順では、全国 573 団体中で第 16 位となる。 

 

 

（「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」(総務省)をもとに集計） 

対応する

項番号
※1

経営指標 単位 H30 R1 R2 R3 R4
R4

全国平均

R4

類型団体

平均

R4

類型団体内

順位

② 下水道人口普及率 （％） 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.0 － －

③ 進捗率 （％） 66.2 66.2 65.9 65.0 64.6 56.2 55.9 －

④ 一般家庭使用料 （円/月） 2,116 2,156 2,156 2,156 2,156 3,307 3,363 －

⑤ 施設利用率 （％） 66.4 68.9 69.9 67.1 65.9 52.8 50.4 67/573

⑥ 有収率 （％） 79.1 74.3 75.9 77.7 80.1 90.2 89.4 473/573

⑦ 水洗化率 （％） 83.1 83.3 83.8 84.1 84.5 87.3 87.8 420/573

④ 使用料単価 （円/㎥） 113.48 113.89 115.46 114.84 95.90 156.03 158.37 558/573

⑧ 汚水処理原価 （円/㎥） 150.00 150.00 150.00 150.00 164.99 273.73 266.69 8/573

⑧

汚水処理原価

（分流式下水道等に要する

経費控除前）

（円/㎥） 329.86 331.31 320.73 326.35 331.07 499.40 494.38 77/573

⑧
汚水処理原価

（維持管理費）
（円/㎥） 115.64 113.66 116.98 122.77 124.61 244.90 239.11 7/573

⑧
汚水処理原価

（資本費）
（円/㎥） 34.36 36.34 33.02 27.23 40.38 28.84 27.58 472/573

⑩ 経費回収率 （％） 75.7 75.9 77.0 76.6 58.1 57.0 59.4 248/573

⑩

経費回収率

（分流式下水道等に要する

経費控除前）

（％） 34.4 34.4 36.0 35.2 29.0 31.2 32.0 304/573

⑪ 総収支比率 （％） 183.1 190.2 186.0 186.4 186.7 116.5 115.2 112/573

⑬

処理区域内人口１人あ

たりの企業債（地方

債）現在高

千円/人 200 190 179 172 160 305 308 161/573
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② 下水道人口普及率の状況 

本市は、令和7年5月23日に農林水産省大臣官房統計部から公表された「令和5

年 市町村別農業産出額（推計）」において全国で第14位の農業産出額となるなど

農業が盛んな土地柄であることもあって、令和4年度の農業集落排水事業の下水

道人口普及率が全国平均の5.0％を上回る8.5％となっており、本市の汚水処理に

おける農業集落排水事業の役割は、他の団体と比較して大きいといえる状況です。 

 

③ 進捗率の状況 

全体計画人口に占める処理区域内人口の割合である進捗率は、令和4年度の全

国平均56.2％及び類型団体平均55.9％よりも8ポイント超高い64.6％となってお

り、農業集落排水事業の進捗は他団体と比較して進んでいるものの、平成27年度

（66.9％）をピークに減少傾向にあります。 

 

④ 一般家庭使用料及び使用料単価の状況 

一般家庭において1か月あたり20㎥使用した場合に下水道使用料として徴収さ

れる金額である一般家庭使用料は、令和4年度の全国平均3,307円/月及び類型団

体平均3,363円/月と比較して30％超低い2,156円/月となっており、また、有収水

量1㎥あたりの使用料収入である使用料単価も類型団体内順位で下から16番目に

低い水準となっています。 

 公共下水道と同じ料金体系となっていることから、農業集落排水事業としては

低い使用料で汚水処理のサービスを受けられている状況にあります。 

 

⑤ 施設利用率の状況 

現在晴天時平均処理水量を現在処理能力（晴天時）で除した施設利用率は、令

和4年度の全国平均52.8％及び類型団体平均50.4％と比較して65.9％と高く、類

型団体内順位も573団体中第67位と高くいますが、平成30年度からの5年間で見る

と令和2年度の69.9％をピークに増減している状況となっています。 

 少子高齢化による人口減少の時期を迎え、今後、施設利用率が上がる見込みは

少ないことから、処理場の統合等の施策を検討する必要があります。 

 

⑥ 有収率の状況  

処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合を示す有収率は、令

和4年度において80.1％と、全国平均の90.2％及び類型団体平均の89.4％と比較

して低く、類型団体内順位も573団体中第473位と低い状況にあります。 

 これは、地下水位上昇時や集中豪雨時の雨水や地下水（不明水）の流入が他団

体と比較しても多い状況にあることが要因であり、不明水対策が課題となってい

ます。 
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⑦ 水洗化率の状況 

水洗化率は、処理区域内人口に占める水洗化人口の割合を示すもので、平成30

年度の83.1％から令和4年度の84.5％へと徐々に増加していますが、全国平均

87.3％及び類型団体平均87.8％と比較して低く、類型団体内順位は573団体中第

420位と低い水準にあります。 

 
図 2－10 処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移 

 

⑧ 汚水処理原価の状況 

有収水量1㎥あたりの汚水処理費である汚水処理原価は、資本費が令和3年度を

除き、全国平均より高いものの、維持管理費が全国的にも低い水準となっている

ことから、令和4年度において164.99円/㎥と、全国平均273.73円/㎥及び類型団

体平均266.69円/㎥と比較して低く、類型団体内順位は573団体中第8位となって

います。 

 なお、分流式下水道を採用していることにより不採算となっている「分流式下

水道等に要する経費」については、一般会計等が負担することができる経費で、

使用料で賄う経費とはされていないため、汚水処理原価から控除されています。 

 また、実際に生じた汚水処理原価を明確にするために、当該「分流式下水道等

に要する経費」を控除する前の汚水処理原価である「汚水処理原価(分流式下水

道等に要する経費控除前)」で比較した場合においても記載していますが、全国

平均及び類型団体平均と比較すると低い水準にあります。 
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⑨ 有収水量と使用料収入の推移 

有収水量は、農業集落排水処理施設で処理した汚水量のうち、排水管に流入し

てくる地下水・雨水等の費用負担すべき者が明らかでないものを除いた、使用料

収入の対象となった水量を示しています。 

 使用料収入は、平成29年度から減少に転じ、平成30年度からは有収水量、使用

料収入ともに減少となりました。 

 令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大により一時的に水需要が伸びたこ

とで、有収水量、使用料収入ともに僅かに増加しましたが、令和3年度には再び減

少に転じています。 

 なお、令和4年度の使用料収入の減少の理由は、令和4年度決算が打切決算とな

り、それまで出納閉鎖期間で収納していた使用料収入が未収金となったことによ

るものです。 

 

表 2－30 年間有収水量及び使用料収入の推移（税込み） 

 

 

 
図 2－11 年間有収水量及び使用料収入の推移 

  

項目 H30 R1 R2 R3 R4 R5

年間有収水量(㎥) 2,563,833 2,542,752 2,621,560 2,593,201 2,554,914 2,514,162

使用料収入(千円) 290,945 289,589 302,694 297,806 245,007 288,829
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⑩ 経費回収率の状況 

経費回収率は、必要となる経費を農業集落排水使用料でどれだけ賄えているか

を示します。 

  

図 2－12 経費回収率の推移 

 

平成30年度以降の経費回収率は76％程度で推移していましたが、令和4年度は

打切決算の影響により、大きく減少しました。 

 法適用後の令和5年度の経費回収率は、令和3年度以前と比較して6ポイント強

減少しました。これは、ストックに係る減価償却費などの費用を計上したことで、

公営企業としての現在の経営成績が明確化されたものであり、法適用による効果

の一つだと言えます。 

 本市の農業集落排水事業においては、表2－29の通り汚水処理原価は全国平均

よりも低い状況です。 

 しかし、使用料については、単価の低い公共下水道の使用料体系と同様の設定

としているため、小さな処理施設を多く抱える農業集落排水事業では、そのコス

トを使用料等の収入だけでは賄えておらず、事業の継続を一般会計からの繰出基

準外の繰入金によらざるを得ない状況です。 

 経費回収率は類型団体の中で573団体中第248位となっています。 

 また、水洗化率が低いため投資が効率的とはいえず、また有収率が低いことか

ら不明水が多い状況にあります。 

 

⑪ 総収支比率の状況 

総収益と総費用の比率を表したものである総収支比率は、令和4年度において

186.7％と、全国平均116.5％及び類型団体平均115.2％よりも高い状況となって

います。これは、一般会計からの繰入金の受入によるものであり、「⑩経費回収率

の状況」でも述べた通り、使用料等の収入のみでは事業の継続は賄えていない状

況です。 

 また、令和4年度までの繰入金は「⑫一般会計繰入金の状況」で後述しますが、

企業債償還金など（主に施設の整備のための借り入れに対する返済金）に充当さ

れています。 
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⑫ 一般会計繰入金の状況 

法適用前までは、収益的収入の営業外収益の大部分を一般会計繰入金が占めて

います。一般会計繰入金は、総務省が示す「繰出基準」に基づき、公営企業がそ

の経営に伴う収入をもって充てることができないと認められ、一般会計等が負担

することができる繰出基準内の金額となっており、その主なものには、分流式の

下水道方式を採用していることに伴い生じる不採算経費である「分流式下水道等

に要する経費」があります。 

 一方で、資本的収入の一般会計繰入金は、主に市債償還に要する費用に充当さ

れていますが、農業集落排水事業における支出に対して基準内の繰入金を繰り入

れてもなお収入が不足する場合には、基準外の繰入金を繰り入れています。 

 

表 2－31 繰出基準に基づく繰入金と基準外繰入金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－13 繰出基準に基づく繰入金と基準外繰入金の推移 

 

法適用後の令和5年度以降は、資本的収支における不足額を企業内に留保され

た補てん財源で補てんしなければならず、一般会計からの繰入金で直接補てんす

ることはできません。そのため、資本的収支における不足額を補てんし、さらに

翌年度に財源を繰り越せるよう、収益的収入において基準外の金額を繰り入れ、

補てん財源を確保しています。 

（単位：千円）

一般会計繰入金 H30 R1 R2 R3 R4 R5

収益的収入　基準内 468,108 467,465 453,527 462,705 429,105 288,586

収益的収入　基準外 358,780

資本的収入　基準内 27,223 26,941 27,525 28,122 33,664 26,209

資本的収入　基準外 233,419 209,797 175,754 183,753 249,468

一般会計繰入金　合計 728,750 704,203 656,806 674,580 712,237 673,575

　　地方公営企業法適用
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⑬ 企業債残高と処理区域内人口 1 人あたりの企業債現在高の状況 

企業債残高は、農業集落排水施設を建設する際に発行した企業債の債務残高で

す。昭和50年度から平成22年度まで継続して農業集落排水事業の新規整備を実施

してきたため債務残高は増加してきましたが、現在では新規整備がないため、償

還金の方が多く、年々減少傾向にあります。 

 しかし、今後、農業集落排水施設の老朽化が進み、更新需要が高まった場合に

は、企業債への依存度は高くならざるを得ないため、将来的には企業債の借入額

や企業債残高は増加に転じる可能性があります。 

 
図 2－14 企業債残高の推移 

 

また、処理区域内人口1人あたりの企業債現在高は、令和4年度の全国平均305

千円及び類型団体平均308千円と比較して160千円と低い水準にあります。 

 

⑭ 現状分析まとめ 

本市の農業集落排水事業の規模は、他団体と比較して大きく、進捗率も高い状

況となっていますが、平成27年度をピークに減少傾向にあります。また、下水道

使用料単価は他の団体と比較して低く設定されており、住民は、安価に汚水処理

サービスを享受できています。 

 本市の事業経営について、総収支比率は全国平均を超えており、高い状況とな

っています。これは効率的な維持管理の実施による維持管理費の抑制（類型団体

で第7位）や使用料収入で賄えていないコストを一般会計からの基準外繰入金に

頼っていることが要因です。現在の使用料水準を維持したうえで、事業の健全化

を図るためには、基準外繰入金を減少させる対策を行うことが必要です。 
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⑮ 老朽化の状況 

i） 管路施設 

管路では、図2－15に示す通り、順次布設を行っており、令和6年度末時点にお

ける整備延長の累計は約386kmになっております。その中で最も古い管路の経過

年数は45年で、耐用年数(50年)未満ですが、老朽化は進行しており、最適整備構

想では、管路施設の状況を処理区域ごとに検討しています。 

 最適整備構想や固定資産の情報から得た、各地区の管路施設の状況と課題は表

2－32の通りです。 

 

 
図 2－15 管路布設の推移 
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表 2－32 管路施設の状況    

（「農業集落排水施設 最適整備構想」(前橋市)をもとに作成） 
 

 

（令和7年度末）

No. 地区 管路施設の状況

1 前橋東部 　供用を開始してから46年を経過しており、施設の老朽化や劣化の進行が著しい。

　供用を開始してから24年が経過しており、地区内を国道50号線や上武国道、県道が縦横

断しているため、管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　供用を開始してから38年が経過しており、市街地に近く、地区内には県道高駒線が通っ

ていることもあり、大型車両等の交通量が多いため、管路施設に対する荷重条件の増大に

よる破損等が懸念される。

　経過年数が浅く、腐食に強い硬質塩化ビニル管を多用しているため、現状特段の課題等

は発生していない。

　供用を開始してから33年が経過しており、地区内を北関東自動車道が開通したことによ

る大型車両等の交通量が増えたため、管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸

念される。

　供用を開始してから31年が経過しており、地区内を国道50号線や複数の県道が縦横断し

ているため、管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　供用を開始してから26年が経過しており、地区内を国道50号線や上武国道が縦横断して

いるため、管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　経過年数が浅く、腐食に強い硬質塩化ビニル管を多用しているため、現状特段の課題等

は発生していない。

　供用を開始してから27年が経過しており、地区内を複数の県道が縦横断しているため、

管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　供用を開始してから28年が経過しており、地区内には県道が縦断していることもあり、

大型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　供用開始してから24年が経過しており、地区内には県道が横断していることもあり、大

型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　供用を開始してから23年が経過しており、地区内には県道が横断していることもあり、

大型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　経過年数が浅く、腐食に強い硬質塩化ビニル管を多用しているため、現状特段の課題等

は発生していない。

　経過年数が浅く、腐食に強い硬質塩化ビニル管を多用しているため、現状特段の課題等

は発生していない。

　供用を開始してから37年が経過しており、ヒューム管を多用している地区でもあること

から、大型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念される。

　横引地区が供用を開始してから36年が経過しており、ヒューム管を多用している地区で

もあることから、大型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が懸念

される。

　供用を開始してから33年が経過しており、国道353号線や県道、及びヒューム管を使用し

ている箇所において、大型車両等による管路施設に対する荷重条件の増大による破損等が

懸念される。

　供用を開始してから32年が経過しており、国道353号線や県道が縦横断しており、また

ヒューム管を多用している地区であるため、大型車両等による管路施設に対する荷重条件

の増大による破損等が懸念される。

　供用を開始してから26年が経過しており、国道353号線が縦横断していることもあり、

ヒューム管を多用している箇所において、大型車両等による管路施設に対する荷重条件の

増大による破損等が懸念される。

2 公田

3 下増田

4 上増田

5 大室

6 今井

7 二之宮

8 樋越

9 稲里

10 新屋

11 込皆戸

12 馬場

13 荒砥北部

19 富士見東部

20 白川東

14 米野

17 市之木場

18 石井

15

16

横引

横引第二
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ii） 汚水処理施設 

最適整備構想における各地区の汚水処理施設の状況と課題は表2－33の通りで

す。 

●供用開始から一番長い前橋東部地区でも令和7年度末時点の経過年数は46年で

あり、建物の耐用年数である50年を超えて使用している地区はありません。 

 今後は処理施設の老朽化に対応するため、更新工事を計画的に実施していく必

要があります。 
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表 2－33 汚水処理施設の状況       

 
（「農業集落排水施設 最適整備構想」(前橋市)をもとに作成） 

 

  

（令和7年度末）

No. 地区 汚水処理施設の状況

5 大室 　コンクリート施設及び機械電気設備において経年劣化が進行している。

6 今井 　コンクリート施設及び機械電気設備において経年劣化が進行している。

樋越
　コンクリート施設や防食塗装の経年劣化や機械設備において主要機器の更新

時期を迎えている状況となっている。

9 稲里

　硫化水素等の発生による機器類やコンクリート躯体や配管の劣化等が課題と

なっている。

3 下増田
　平成20年度に型式変更、平成28年度に機能強化事業による脱水機設備の更新

を行ったが、コンクリート施設について経年劣化が徐々に進行している。

4 上増田
　令和元年度に機能強化事業による脱水機設備の更新を行ったが、コンクリー

ト施設について経年劣化が徐々に進行している状況である。

7 二之宮

　令和3年度に機能強化事業により、ばっ気槽、消毒層の防水工事、生物反応

槽のばっ気攪拌装置を高効率な微細気泡散気装置に改修を行ったが、コンク

リート施設の中性化や機械設備において経年劣化による腐食等が進行してい

る。

1 前橋東部

　機械設備等は平成25年に機能強化事業で更新を行ったが、屋外の塩ビ配管や

水槽躯体のひび割れ等が確認されており、今後さらに状況が悪化することが懸

念される。

8

　嫌気性ろ床槽から発生する硫化水素等の影響によるコンクリート躯体や防食

塗装及び配管の劣化等が課題となっている。

2 公田
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（「農業集落排水施設 最適整備構想」(前橋市)をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和7年度末）

No. 地区 汚水処理施設の状況

12 馬場 　経過年数が浅いため、現状特段の課題等は発生していない。

13 荒砥北部 　経過年数が浅いため、現状特段の課題等は発生していない。

15 横引

16 横引第二

20 白川東 　経過年数が浅いため、現状特段の課題等は発生していない。

19 富士見東部

　コンクリート施設や防食塗装の経年劣化や機械設備において主要機器や制御

盤の更新時期を迎えており、乾燥機の劣化が著しい。また、令和7年度に脱水

機設備の整備を行った。

　処理性能が安定しないことも課題となるとともに、汚水処理系列が4系列あ

り、維持管理が煩雑となっていることも課題である。

17 市之木場
　平成25年度に機能強化事業によりコンクリート施設や機械設備の補修・更新

を行っており、一部未更新の設備を除き現状特段の課題等は発生していない。

18 石井
　平成27年度に機能強化事業によりコンクリート施設や機械設備の補修・更新

を行っており、一部未更新の設備を除き現状特段の課題等は発生していない。

14 米野

　平成9年度に機能強化事業による乾燥機設備の更新を行ったが、コンクリー

ト施設や防食塗装の経年劣化や機械設備において主要機器や制御盤の更新時期

を迎えている状況となっている。

10 新屋
　平成30年度に機能強化事業による脱水機設備の新設を行ったが、コンクリー

ト施設において経年劣化が徐々に進行している状況である。

11 込皆戸

　令和元年度に機能強化事業による防食塗装やスクリーンユニットの補修・更

新を行ったが、コンクリート施設について経年劣化が徐々に進行している。

　また、令和2年度に機能強化事業において脱水機施設の新設及び汚泥貯留槽

の増築を行った。
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iii） 不明水 

最適整備構想における各地区の、不明水の状況と課題は表2－34の通りです。

不明水とは、本来処理すべき家庭からの排水等の汚水以外の水のことです。不明

水の増加により、処理施設における水処理費用の増加をもたらします。 

 最適整備構想における不明水に関する現状把握の結果、特に前橋東部地区にお

いて、不明水の流入が確認され、その対策が課題となっています。 

 今後は最適整備構想に基づき現状を把握し、必要に応じて改修又は補修するこ

とで適切な維持管理に努めていきます。 
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表 2－34 不明水の状況 

 
（「農業集落排水施設 最適整備構想」(前橋市)をもとに作成）  

（令和7年度末）

No. 地区 不明水の状況

13 横引

14 横引第二

1 前橋東部
　平成26年度に機能強化事業で補修工事を行ったが、まだ未補修の箇

所も多く残されており、不明水対策が喫緊の課題となっている。

2 公田
　夏場には不明水の流入が確認されているが、通常時の流入量は安定

している。

3 下増田
　地下水位が高いこともあり、夏場においては不明水の流入も多く、

その対策が課題となっている。

4 上増田
　地下水位が高いこともあり、夏場においては不明水の流入も多く、

その対策が課題となっている。

稲里
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

6 今井
　不明水に関しては、集中豪雨時には不明水の流入が確認されている

が、通常時の流入量は安定している。

7 二之宮
　不明水に関しては、集中豪雨時には不明水の流入が確認されている

が、通常時の流入量は安定している。

18 荒砥北部
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

　不明水に関しては、夏場の地下水位上昇時や集中豪雨時には不明水

の流入が確認されており、その対策が課題となっている。

15 市之木場
　不明水に関しては、集中豪雨時には不明水の流入が確認されている

が、通常時の流入量は安定している。

16 石井
　不明水に関しては、夏場の地下水位上昇時や集中豪雨時には不明水

の流入が確認されているが、通常時の流入量は安定している。

17 富士見東部
　不明水に関しては、夏場の地下水位上昇時や集中豪雨時には不明水

の流入が確認されており、その対策が課題となっている。

5 大室
　不明水に関しては、集中豪雨時には不明水の流入が確認されている

が、通常時の流入量は安定している。

12 米野
　不明水に関しては、集中豪雨時には不明水の流入が確認されている

が、通常時の流入量は安定している。

10 新屋
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

11 込皆戸
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

8 樋越
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

9

19 馬場
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。

白川東
　不明水に関しては、季節及び集中豪雨時の不明水の流入はほとんど

無く、年間を通じて流入量は安定している。
20
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(８) 農業集落排水事業の課題 

① 効率的な経営 

本市の農業集落排水事業は昭和54年に最初の施設が供用開始となり、その後も

処理区域を拡大させ、さらに市町村合併により施設数が増えました。その結果、

表2－35に示す通り本市の農業集落排水事業の処理区域内人口は類型団体内で全

国第2位と多くなっており、これに伴って処理施設も多く、その数は19か所に及

びます。 

 そして、維持管理等に係る費用は施設数に応じて多くなる傾向があるため、今

後は、より効率的な経営が求められています。 

 一方、収入からみると、使用料収入は微増傾向にあるものの、使用料体系を公

共下水道使用料と同じに設定しているために、小さな処理施設を多く抱える農業

集落排水事業のコストを使用料等、収入だけでは賄えないのが現状です。 

 

表 2－35 汚水処理施設の状況 

 
（「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」（総務省）、 

経営比較分析表（都道府県公表）をもとに作成） 

 

② 施設等の老朽化への対応 

農業集落排水事業の処理施設のうち、供用開始後40年以上経過した施設が1施

設、30年以上経過した施設が7施設、20年以上経過した施設が7施設、10年以上経

過した施設が4施設あります。 

 このため、維持管理だけでなく、機械電気設備の更新など老朽化への対応が必

要な施設数も多くなっています。 

 

③ 水洗化率の向上 

水洗化率が令和4年度で84.5％と類型団体平均の87.8％よりも低くなっていま

す。これは、比較的新しく供用を開始した荒砥北部では水洗化の発現効果がまだ

浸透しておらず、水洗化率は70%未満となっており、類型団体平均を大きく下回

順位 都道府県名 市町村名
行政区域内

人口（人）

処理区域内

人口（人）

普及率

（％）

1 新潟県 上越市 184,941 28,049 15.2%

2 群馬県 前橋市 331,771 27,971 8.5%

3 島根県 出雲市 173,835 27,414 15.8%

4 鳥取県 鳥取市 183,269 26,706 14.7%

5 長野県 上田市 153,507 23,467 15.3%

6 愛知県 田原市 59,596 23,112 39.0%

7 埼玉県 深谷市 141,681 21,335 15.1%

8 群馬県 渋川市 73,968 20,289 27.5%

9 秋田県 由利本荘市 72,753 19,779 27.4%

10 青森県 弘前市 164,243 19,123 11.8%
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るためです。一方で、比較的古くから供用している地域では水洗化率が類型団体

平均より高い地域が多くなっています。 

 したがって、特に水洗化率が低い地域を中心に、水洗化率を向上させる必要が

あります。 
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３. 経営の基本方針 

本経営戦略は、「最適整備構想」や「群馬県汚水処理計画」に基づいて策定していま

す。 

 農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設、汚泥・処理水の循環利

用を目的とした施設等の整備を行うことで、「農業用用排水の水質保全及び農村生活環

境の改善を図る」という農業集落排水事業の目的を果たします。 

 また、少子高齢化の進行や局地的豪雨の発生による不明水の増加など自然環境の変化

により、経営を取り巻く環境が厳しい状況に置かれています。本経営戦略は、そのよう

な状況下における農業集落排水事業の経営の健全化を図ることを基本方針として策定

します。 

 

 

図 3－1 経営の基本方針の概要 

  

基本理念：持続可能な農業集落排水事業 

基本方針１：農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善 

基本方針２：農業集落排水事業の経営の健全化を図る 
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４. 効率化・経営健全化の取組 

(１) 効率的な経営に向けての取組 

① 経営基盤の強化 

本市では、正確な損益等の状況及び資産の状況（施設の老朽化等の状況）を把

握し、経営基盤の計画的な強化と財政マネジメントの向上に取り組むことを目的

に、令和5年4月1日より、地方公営企業法を全部適用し、公営企業会計を導入しま

した。 

 

② 汚水処理の広域化・共同化に向けた検討 

平成30年1月7日付の4省（総務省、農水省、国交省、環境省）連名で、「人口減

少に伴う使用料収入の減少」、「職員数の減少による執行体制の脆弱化」や「既存

ストックの大量更新時期の到来」などの汚水処理施設の事業運営に係る多くの課

題を踏まえ、持続可能な事業運営を推進するために汚水処理の事業運営に係る

「広域化・共同化計画」の策定方針が示されました。それを受け、群馬県では、

平成30年11月に群馬県汚水処理促進協議会を発足させ、県内を5ブロックに区分

した検討体制を構築しました。本市はその5ブロックのうち、高崎市、渋川市など

で構成される県央ブロックに属し、現在、汚水処理施設の広域化・共同化計画に

おける、農業集落排水施設等の統廃合などのハードメニューや勉強会・情報交換

会の共同開催などのソフトメニューの検討を行っています。令和4年度に、県が

広域化・共同化計画を群馬県汚水処理計画書へとりまとめ、本市が検討した内容

が反映されました。 

  

図 4－1 群馬県汚水処理促進協議会における検討会議の様子 

 

③ 農業集落排水施設の統廃合 

本市では、農業集落排水事業の整備人口が多く、それに伴い処理施設も多くな

っています。一方、隣接している処理区域も多いため、処理区域の再編により処

理施設を統廃合し、効率的な運営管理を行う必要があります。 

 本市の統廃合の構想として、稲里、新屋、込皆戸、馬場処理区の再編及び今井、

二之宮処理区の再編があります。 
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i） 今井地区及び二之宮地区集落排水処理施設の統廃合 

現在の今井地区集落排水処理施設を二之宮地区集落排水処理施設へ統合する

ことで、更新にかかる工事費や維持管理費などの経費の削減を図ります（図4－

2）。 

 

図 4－2 処理施設の統廃合案の検討イメージ 

 

これら施設の統廃合にあたっては、以下の3つのケースを検討しました。その

結果、ケース1、ケース2が現実的なケースと考えられます（表4－1）。 

 また、更新整備や維持管理に係る費用はケース1で30,655千円/年であるのに対

し、ケース2では14,600千円/年であり、ケース2が最も経済的であると考えられ

ます。 

表 4－1 処理施設の統廃合案の検討結果 

 

  

再編検討範囲 処理区の現状と課題 経済比較結果※

①ケース１
　個別処理区の
　更新整備

・現状の汚水流入状況は５割程度であり、

　施設の効率的な運営が求められる。

・個別施設の更新整備に特段の問題はない。

○

②ケース２
　集排処理区同士の
　施設統合

・地形・地縁的な条件から二之宮処理区との

　施設統合を検討する。二之宮処理施設まで

　約 2kmの距離がある

◎

③ケース３
　流域下水道への
　接続

・近隣に下水道整備区域がなく、

　下水道への接続管路整備に多額の費用を要する。
△

※ ◎＞○＞△ 経済比較結果

今井処理区→二之宮処理区へ施設統合 



４効率化・経営健全化の取組 

41 
 

ii） 稲里地区、新屋地区、込皆戸地区、馬場地区集落排水処理施設の統廃合 

現在の稲里地区、新屋地区、馬場地区集落排水処理施設を込皆戸地区集落排水

処理施設へ統合することで、更新にかかる工事費や維持管理費などの経費の削減

を図ります（図4－3）。 

 

図 4－3 処理施設の統廃合案の検討イメージ 

 

これら施設の統廃合にあたっては、以下の3つのケースを検討しました。その

結果、ケース1、ケース2が現実的なケースと考えられます（表4－2）。 

 また、更新整備や維持管理に係る費用はケース1で54,585千円/年であるのに対

し、ケース2では39,104千円/年であり、ケース2が最も経済的であると考えられ

ます。 

表 4－2 処理施設の統廃合案の検討結果 

 

  

再編検討範囲 処理区の現状と課題 経済比較結果※

①ケース１
　個別処理区の
　更新整備

・現状の汚水流入状況は４～７割程度であり、

　施設の効率的な運営が求められる。

・個別施設の更新整備に特段の問題はない。

○

②ケース２
　集排処理区同士の
　施設統合

・旧粕川村、宮城村の農業集落排水施設であり、

　地形・地縁的な条件に特段の問題はない。

・４処理区は隣接しており、施設の効率的な運営が求

   められる。

◎

③ケース３
　流域下水道への
　接続

・近隣に下水道整備区域がなく、

　下水道への接続管路整備に多額の費用を要する。
△

※ ◎＞○＞△ 経済比較結果

馬場→稲里処理区への接続 

稲里→新屋処理区への接続 

新屋→込皆戸処理区への接続 

込皆戸処理施設で 4 処理区の施設統合 
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(２) 施設等の老朽化への対応に向けた取組 

① 効率的な更新投資の実施 

耐用年数の情報を基本とする経年劣化状況を反映し、費用削減のため、処理施

設統廃合の有効性を概略的に整理した最適整備構想の考え方により、更新投資を

実施しています。 

 今後は、汚水処理の広域化・共同化に向けた検討で得られる処理施設統廃合に

関する最新の知見や、公営企業会計適用による詳細な資産価値の情報を反映し、

より効率的に事務を進めてまいります。 

 なお、施設の状態が耐用年数期間において、劣化が年数の直線式以上に進行し

ている場合、更新投資の増大を考慮しなければなりません。 

 したがって、機器類を多く保有する処理施設や管路施設の各構成要素を客観的

に把握、評価し、長期的に施設の状態を予測しながら、計画的に管理するストッ

クマネジメントの概念を取り入れ、更新投資費の精度向上に努めるよう検討いた

します。 

 

② 管路台帳の有効活用 

これまで、管路台帳の電子化を固定資産台帳整備と合わせて行い、施設と資産

の正確な把握に努めてきました。また、今後の点検や改築更新事業の実施結果を

管路台帳システムで管理できるよう、カスタマイズを行いました。それらの情報

を管路台帳システムに蓄積することで、戦略的な改築更新事業が可能になり更な

る経営の健全化が図れるよう検討を行っていきます。 

 

 
図 4－4 管路台帳システム画面 

  

※調査結果、施設状態評価等の情報を

属性情報として管理 
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③ 新技術の積極活用 

これまで生物反応槽のばっ気及び撹拌を行うための装置として、一体型装置

（以下「ばっ気撹拌装置」という。）が多く採用されてきました。このばっ気撹拌

装置は所要動力が大きく維持管理費（電気料金）が高額であること、かつ、補修

費が高額であることが課題とされていました。また、ばっ気撹拌装置の予備機が

ない場合は、ばっ気撹拌装置のオーバーホール期間中の運転方法についても検討

が必要となりました。そこで、近年では、維持管理の効率性を考慮し、このばっ

気撹拌装置の代わりに、酸素溶解効率の高い微細気泡ディフューザと水中ミキサ

ーを併用した方式を採用しています。そうすることにより、ばっ気ブロワの動力

を軽減でき、維持管理費（電気料金）を縮減することが可能となります。また、

ばっ気撹拌装置と比較して、微細気泡ディフューザと水中ミキサーの補修費が安

価であることから、補修費の縮減も見込まれます。 

 

 

 

図 4－5 生物反応槽のばっ気と攪拌を行う装置 
 （「農業集落排水施設の更新整備に関する技術指針（案）」 

(一般社団法人地域環境資源センター)より抜粋） 

 

込皆戸地区集落排水施設では、平成28年に生物反応槽におけるばっ気及び撹拌

を一体型のばっ気撹拌装置から微細気泡散気管に交換しました。 

 その結果、ばっ気攪拌装置の更新における工事費は約25,719千円縮減できまし

た。また、ばっ気撹拌の使用電力量も低減したため、電気料金は年間約541千円縮

減し、維持管理費が低減しました（表4－3）。 

A：一体型のばっ気撹拌装置を用いて、ばっ気と撹拌を行う方式 

B：微細気泡ディフューザと機械撹拌装置を併用して、ばっ気と撹拌を行う方式 
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   表 4－3 込皆戸のばっ気撹拌装置の設備工事状況 

  

今後もこのような新技術を積極的に活用することにより、維持管理費用を抑え、

健全な事業運営を進めていきます。 

 

④ 電気料金の縮減 

令和4年から一般競争方式を導入し、より低価格な電気事業者と契約すること

で電気料金の縮減を図るとともに、清里前原受水場更新用地を活用したオフサイ

トＰＰＡの導入により、処理施設（19施設中13施設）の電気料金の縮減を図りま

す。 

 

(３) 水洗化率の向上に向けた取組 

従来の未接続者だけでなく、新たな受益者を取り込むなど、水洗化率の向上に向けた

取り組みを行います。 

 

(４) 目標の設定 

各公営企業の経営及び施設の状況を表す経営指標とその分析で構成される「経営比較

分析表」の公表が総務省により義務付けられています（「公営企業に係る「経営比較分

析表」の策定及び公表について」（平成27年11月30日付け総財公第130号、総財営第91号、

総財準第122号、総務省自治財務局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業

室長））。 

 「経営比較分析表」の経営指標の中でも、「経費回収率」は、使用料収入と汚水処理

原価に基づき算出されるもので、使用料収入確保と維持管理費抑制により改善が可能な

項目であることから、目標指標として設定して重点的に改善していきます。 

 また、「水洗化率」についても、地道な普及活動により着実な改善を見込めることか

ら、目標指標として設定します。 

 そして、以上の目標指標に対する目標値は、以下の視点に立って設定します。 

 経費回収率については、将来的に公共下水道事業とサービス及び使用料の統一を図り

ながら回収率を高めていくことを念頭に、類型団体平均（59.4%、p.22 表2－29参照）

を上回ることを通過点として設定します。 

 また、水洗化率については、類型団体平均（87.8%、p.22 表2－29参照）への到達を

目指し、設定します。  

従来のばっ気撹拌装置 微細気泡散気管 差額

設備工事 工事費 (円) 47,600,000 21,880,800 25,719,200

使用電力量 (kWh/年) 161,808 127,992 33,816

電気料金※ (円/年) 2,588,928 2,047,872 541,056

※ 電気料金の単価を16(円/kWh)とした。

電力
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５. 投資・財政計画 

(１) 投資試算 

投資に係る経費は、管路施設及び処理施設の機能強化にかかる経費等であり、資本的

支出のうち建設改良費に計上しています。本経営戦略の計画期間中は、投資的経費の大

部分を最適整備構想に基づく施設の機能強化に集中投資していきます。 

 しかし、今後は老朽化により更新等が必要な施設が増加すると推察され、これに伴い、

機能強化にかかる投資額も増加する可能性があると考えられます。 

 

① 処理施設の機能強化（建設改良費） 

機能強化は脱水機の設置、処理方式の変更により、水質の保全処理の効率化を

可能にするために実施するもので、本経営戦略策定までに、19か所のうち前橋東

部、下増田、上増田、市之木場、米野、石井、新屋、込皆戸の8か所で実施してい

ます。 

 今後は、平成29年に策定した最適整備構想等を適宜反映させて、適切な時期に

維持・改修工事を行ってまいります。 

 

② 管路施設の機能強化（不明水対策）（建設改良費） 

本経営戦略の計画期間内に、前橋東部地区において耐用年数を経過する管路の

調査を行い、不明水対策が必要と判断された管路について施設の効率性を高める

対策を行います。 

 不明水対策の例としては、管更生による管路の修復などがあげられます。 

表 5－1 主な建設改良の内容  

 
 

 
図 5－1 管更生の例 

（「農業水利施設におけるストックマネジメントの取組について」(農林水産省)より抜粋） 

内容 対象施設 実施予定年度 事業費総額

　二之宮 R１～R３年度 103百万円

　樋越 R９～Ｒ11年度 112百万円

　米野 R10～Ｒ12年度 360百万円

処理施設の機能強化

管路施設の機能強化

（不明水対策）
　前橋東部 R１～R８年度 700百万円
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③ 公債費（企業債償還金・支払利息） 

公債費は、建設事業の財源として発行した企業債の元金償還金と利子支払に係

る費用であり、昭和50年から平成22年度まで建設事業を実施したことから、右肩

上がりで推移してきました。 

 本計画期間内において公債費の元金償還金額は令和5年度の446百万円がピー

クとなります。その後は新規事業はなく、機能強化等の平準化等により、企業債

残高とともに減少する見込みです。 

  
図 5－2 地方債残高と元金償還金及び支払利子の推移 

 

 

(２) 投資以外の経費の試算 

① 維持管理費（営業費用） 

維持管理費は施設の維持管理、汚泥処理に係る費用、薬品費及び光熱水道費が

主なものであり、その大部分が施設運転のための固定的経費です。 

 この固定的経費は、有収水量により変動することから、使用料収入と同様に水

洗化人口に比例して増減することが想定されます。 

 

② 職員給与費（営業費用） 

現在の組織体制が変わらないものとして試算しています。 
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(３) 財源試算 

農業集落排水事業の財源は、使用料によって賄われることを基本として、公営企業が

その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものについて、一般会

計等が繰入金の形で負担することが想定されています。 

 また、建設改良費については、地方債による借り入れや、国や県からの補助がありま

す。 

 

① 使用料（料金収入） 

使用料は、農業集落排水事業の基本的な収入であり、一般会計等が負担するこ

とができる経費を除く農業集落排水事業に係るすべての経費を使用料で賄うこ

とが最も理想的であるといえます。 

 将来の使用料収入の予測に際しては、本市の農業集落排水事業の使用料体系が

公共下水道事業と同様に、基本料金に使用水量に単価を乗じて算出する従量料金

を合計した金額となる体系を採用していることから、将来の人口変動を考慮する

必要があります。 

 本経営戦略においては、「第七次前橋市総合計画」の下で策定された、「第2期県

都まえばし創生プラン」の「前橋版人口ビジョン」に基づき使用料を試算しまし

た。「前橋版人口ビジョン」においては、実施した5つのシミュレーションの中で、

出生率が上昇し、社会移動が改善するということを前提としたシミュレーション

5を採用しています。 

 

図 5－3 将来の人口推計 
（「第 2 期県都まえばし創生プラン」(前橋市)をもとに作成） 
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また、水洗化率が低いことに対して、計画期間内に類型団体平均を目指してい

ることによる水洗化人口の増加と使用料収入の増加についても、試算において見

込んでいます。 

 それゆえ、本経営戦略の計画期間内においては、処理区域内人口は「前橋版人

口ビジョン」の推計と同様に減少傾向にありますが、水洗化率の向上により水洗

化人口は微増となり、結果として有収水量も微増となることが見込まれます。 

  

図 5－4 処理区域内人口、水洗化人口及び年間有収水量の推移 

 

② 受益者分担金（工事負担金） 

受益者分担金は、一般住宅1棟（本管から内径100ミリの取り出し1か所）の場

合、受益者分担金30万円を負担していただいているものです。 

 本経営戦略において、毎年発生する受益者分担金(工事負担金)の金額は、過去

5年間の平均として試算しています。 

 これは、「① 使用料（料金収入）」でも述べた通り、水洗化人口の増加、すなわ

ち、新規受益者の増加を見込んでいるためです。 

 

③ 国庫補助金（国（県）補助金） 

国及び県からの補助金は、処理施設の機能強化事業において利用できることを

想定しています。補助割合としては事業費の50％を見込んで試算しています。 

 

④ 企業債 

企業債は、投資計画の事業の財源としての借り入れであり、処理施設の機能強

化等に充当します。国や県の補助を受ける事業では事業費に補助金を充当した残

りの財源として、市の単独事業では事業費の95%の財源として、借り入れること

を想定しています。 
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⑤ 一般会計繰入金（他会計繰入金・他会計補助金） 

一般会計繰入金は、一般会計から農業集落排水事業会計に繰り出されるもので

あり、法適用前はその大部分を公債費に充当していましたが、法適用後は元金償

還金を経理する資本的収支で生じる不足額は、企業内に留保された補てん財源で

補てんしなければならず、一般会計繰入金を直接充当することはできません。 

 しかしながら、当該事業の安定経営のためには、引き続き、一般会計からの繰

入金に頼らざるを得ない状況であるため、今後は収益的収入として基準外の繰入

金を繰り入れ、資本的収支において事業継続に必要な繰越財源を確保できる繰入

金額について検討し、繰り入れていく必要があります。 

 

(４) 投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組  

① 処理施設の統合・廃止 

人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化や既

存ストックの大量更新などの汚水処理施設の事業運営に係る多くの課題に対し

て、処理施設の統合・廃止は有効的な手法とされています。本市においても同様

の処理施設の統合等を最適整備構想や広域化において検討しています。しかし、

現時点ではまだその具現化ができておらず、今後も引き続き検討を行っていきま

す。 

 

② 民間活力の導入等について 

p.17「2(5)①民間活用の状況」でも述べた通り、農業集落排水の使用料の収納

業務を水道局へ委任し、水道局から民間に委託しています。 

 今後は、さらなる経営の効率化を目指し、他団体の動向等も踏まえて民間活力

の導入等の検討を行っていきます。 

 

③ 使用料の見直し及び一般会計繰入金について 

本市の農業集落排水事業の使用料は、市民が享受するサービスの公平性の観点

から公共下水道事業の使用料体系と同水準まで引き下げた経緯があります。 

 法適用後は独立採算制の原則に則り、汚水処理に要する費用（汚水処理費）を

使用料で賄うことが求められますが、政策的判断により公共下水道と同一の使用

料体系を採用しているため、基準外繰入の縮減に繋がる当該事業単独での使用料

改定等に関しては、市長部局を含め慎重に検討を行う必要があります。  
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６. 経営戦略の事後検証、更新の考え方 

経営戦略は策定して終わりではありません。今後も継続的に見直し、更新していくこ

とが必要になります。進捗管理は毎年度、計画の達成状況について検証を行い、改善策

の実施及び計画の見直しという一連の流れ（ＰＤＣＡサイクル）により行います。 

 また、計画の定期的な見直し（ローリング）は、5年ごとに実施することとし、その

時点での経営実態、経営環境に照らし合わせて、計画の見直しを行います。 

  

 

    
図 6－1 ＰＤＣＡサイクル 

 

 

  

P(計画)

D(実施)C(評価)

A(改善)
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７. 用語解説 

あ 

維持管理（いじかんり） 

処理場施設の運転、下水道施設の保守、点検、調査、清掃等下水道の

機能を保持するための事実行為で工事を伴わないもの（改築事業の効率

化を目的として、計画的に実施する点検、調査、診断を含む）。 

一般会計（いっぱんかいけい） 

地方公共団体の会計の中心をなすもので、行政運営の基本的な歳入と

歳出を計上した会計。 

営業外収益（えいぎょうがいしゅうえき） 

その企業の本業以外における収益。農業集落排水事業では、他会計か

らの繰入金や国、県からの補助金などが該当する。 

営業収益（えいぎょうしゅうえき） 

その企業の本業における収益。農業集落排水事業では、使用料収入な

どが該当する。 

営業費用（えいぎょうひよう） 

主たる事業活動のため生じる費用。農業集落排水事業では、管渠や処

理施設の維持管理にかかる費用（人件費、動力費、薬品費など）、総係

費、減価償却費などが該当する。 

汚水（おすい） 

家庭、会社、工場などから排出される汚濁した水のこと。 

汚水処理原価（おすいしょりげんか） 

有収水量1ｍ3あたり、どれくらい汚水処理に要する費用（→汚水処理

費）がかかっているかを示す数値。 

汚水処理費（おすいしょりひ） 

汚水処理に係る費用。費用としては、管渠や汚水処理施設等の維持管

理費と施設の建設等に掛かった資本費（法適用事業の場合、企業債利息

＋減価償却費、非法適用事業の場合、地方債等利息＋地方債償還金）が

該当する。 
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汚泥（おでい） 

下水処理場や農業集落排水処理施設などから排出される泥状の物質。

別途汚泥処理施設で焼却処分されるほか、たい肥や燃料などとして再利

用される。 

オフサイトＰＰＡ（おふさいとぴーぴーえー） 

「自家消費型」の太陽光発電導入方法のひとつで、需要家（水道局）以

外の第三者（ＰＰＡ事業者）が需要場所以外の場所に太陽光発電所を設置

し発電した電気を、小売電気事業者を介して送電、その電気を需要家（水

道局）が購入するという「自家消費型太陽光発電」モデルのこと。 

   発電施設の設置・メンテナンス等についてはＰＰＡ事業者が実施するこ

とになり、需要家（水道局）の負担は発生しない。 

 

か 

合併処理浄化槽（がっぺいしょりじょうかそう） 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や風呂、洗濯等

からの排水）を併せて処理することができる浄化槽を指していう。これ

に対して、し尿のみを処理する浄化槽を単独処理浄化槽という。 

管渠（かんきょ） 

汚水を流下させる管。大抵は地下にあり適切な勾配を持ち、処理施設

まで汚水を送る。 

元金償還金（がんきんしょうかんきん） 

企業債などの債務に対する、元金の返済金。 

管路施設（かんろしせつ） 

管渠、マンホールなど、汚水を処理施設まで導水するための施設の総

称。 

企業債（きぎょうさい） 

  地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるた

めに起こす地方債。 

企業債残高（きぎょうさいざんだか） 

今後返済しなければならない企業債の返済額の総計。 

企業債償還金（きぎょうさいしょうかんきん） 

企業債に対する返済金。 
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共同化（きょうどうか） 

複数の自治体で共同して使用する施設の建設、整備や事務の一部を共

同して管理・執行すること。 

繰入金（くりいれきん） 

一般会計と特別会計、基金会計等、会計間における現金の移動のこと

で、他の会計より入る資金。 

繰越財源（くりこしざいげん） 

  当年度の収益的収支・資本的収支の不足額を賄ったうえで、翌年度に

繰り越すことができる企業内に留保された現金。 

繰出基準（くりだしきじゅん） 

公営企業の事業で係る経費のうち、一般会計で負担する（一般会計か

ら繰り出す）ことできる経費について定めたルールで、毎年、総務省か

ら通知される。 

経費回収率（けいひかいしゅうりつ） 

汚水処理に要した費用のうち、農業集落排水使用料として回収した割

合。 

下水道（げすいどう） 

下水を排除するために設けられる排水管や、これに接続して下水を処

理するために設けられる処理施設などのこと。 

減価償却費（げんかしょうきゃくひ） 

固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に

負担させる会計上の処理または手続きを減価償却といい、この処理また

は手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減価

償却費という。 

建設改良費（けんせつかいりょうひ） 

公営企業の固定資産の新規取得又は増改築等に要する経費。 

広域化（こういきか） 

処理区域を統合するなどして、より広い1つの処理区域とすること。

一部事務組合による事業実施等において、他の自治体との事業統合や流

域下水道への接続を指す。 

公営企業（こうえいきぎょう） 

主としてその事業の経費を経営に伴う収入（使用料など）で賄う、地

方公共団体が経営する企業。地方公営企業とも呼ばれる。 
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公営企業会計（こうえいきぎょうかいけい） 

公営企業が一般企業と同様、発生主義・複式簿記を用いた会計。公営

企業の性質上、一般企業の会計と異なる部分があるため、企業会計と区

別する場合にこう呼ばれる。 

公共下水道（こうきょうげすいどう） 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共

団体が管理する下水道。 

公債費（こうさいひ） 

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還などに要する経費。 

固定資産（こていしさん） 

企業が事業のために長期（1年以上）にわたって使用する資産のこと

で、土地や建物、機械設備などがある。 

 

さ 

債務残高（さいむざんだか） 

国や地方公共団体が発行した公債や借入金の残高等を合算した、国と

地方公共団体が返済しなければいけない債務。 

資本的収入（しほんてきしゅうにゅう） 

施設の改修・改良及び企業債の元金を償還する費用に割り当てられる

収入。主に地方債・他会計補助金・国（都道府県）補助金・工事負担金

がある。 

資本的支出（しほんてきししゅつ） 

施設の改修・改良及び企業債の元金を償還する費用。主に建設改良

費・地方債償還金・他会計への繰出金がある。 

資本的収支（しほんてきしゅうし） 

施設の改修・改良及び企業債の元金を償還する費用に割り当てられる

収入（資本的収入）と資本的収入に対応するすべての支出（資本的支

出）。 

資本費（しほんひ） 

官庁会計の場合は地方債の元金償還金と支払利息の合計、企業会計の

場合は減価償却費と企業債の支払利息等の合計。施設の整備に係る費用

を表す。 



７用語解説 

55 
 

収益的収入（しゅうえきてきしゅうにゅう） 

公営企業の年間の経営活動に伴い発生したすべての収入。主に使用料

収入・他会計繰入金がある。 

収益的収支（しゅうえきてきしゅうし） 

公営企業の年間の経営活動に伴い発生したすべての収入（収益的収

入）と収益的収入に対応するすべての支出（収益的支出）。 

受益者（じゅえきしゃ） 

公共サービスにより利益を受ける者。本市の農業集落排水事業の場

合、処理区域内に居住する世帯主又は建築物の所有者若しくは管理をし

ている者で、排水処理施設の使用について管理者に申出をしたものが受

益者となる。 

受益者分担金（じゅえきしゃぶんたんきん） 

受益者が特定される場合、その特定の者が受益の範囲内で事業費の一

部を負担させるもの（受益者負担の原則）。 

償還金（しょうかんきん） 

企業債などの債務に対する返済金。 

使用料単価（しようりょうたんか） 

有収水量1m3あたりの使用料。 

処理区域（しょりくいき） 

農業集落排水施設が整備されて利用できる地域。 

処理区域内人口（しょりくいきないじんこう） 

農業集落排水施設が整備され、処理が開始している処理区域に居住す

る人口。 

処理水（しょりすい） 

処理施設において、汚水が処理された後の水。 

処理方式（しょりほうしき） 

汚水を処理する方法のことで、農業集落排水における汚水の処理で

は、一般社団法人地域環境資源センター（JARUS）が開発した方式が多

く用いられている。 

水洗化人口（すいせんかじんこう） 

現在水洗便所設置済人口ともいい、水洗便所を設置・使用している人

口であり、下水道等の整備済区域であっても下水道等には接続されてい

ない人口、生活雑排水を処理しない単独処理浄化槽を設置している人口
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は除かれている。 

水洗化率（すいせんかりつ） 

処理区域内における、総人口に対する水洗化人口（水洗化人口÷処理

区域内人口×100）。 

ストック 

ある時点における公営企業の財産（資産や負債等）。 

ストックマネジメント 

下水道や農業排水集落事業の役割を踏まえ、持続可能な事業の実現を

目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価

し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道等の施設を計画的かつ

効果的に管理すること。 

整備人口（せいびじんこう） 

処理区域内で整備が完了しており、農業集落排水を利用できる人口

で、処理区域内人口と同義。 

全体計画（ぜんたいけいかく） 

事業を開始、継続するにあたって、将来の地域の状況を考慮した長期

的な整備計画。下水道事業では概ね20年間で全体計画を策定し、実際の

実施計画として概ね5～7年間の事業計画を策定する。一方、農業集落排                 

水事業では、事業開始時に全体計画を行うのみであるため、計画策定時

に人口増加を見込んだ場合は、計画人口が多く見積もられる場合があ

る。 

 

た 

脱水機（だっすいき） 

汚泥の含水率（水分の比率）を低下させる機械。 

地方公営企業法（ちほうこうえいきぎょうほう） 

昭和27年法律第292号。地方公共団体の経営する企業の組織、財務及

びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準、企業

の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及

び広域連合に関する特例並びに企業の財政の再建に関する措置を定め、

地方自治の発達に資することを目的とする法律。 
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長期前受金（ちょうきまえうけきん） 

建物や設備などの資産を取得する際に、国や県から交付された補助金

などで、将来にわたって収益化されるべき資金のことをいう。 

独立採算制（どくりつさいさんせい） 

農業集落排水事業の主な収入である使用料収入によって事業運営に必

要な経費を全て賄うこと。 

 

都市計画税（としけいかくぜい） 

都市計画法による市街化区域及び用途地域内に所在する土地や家屋を

対象として、公園、道路、下水道等の都市施設の建設・整備を行う都市

計画事業や土地区画整理事業等に充てるため、地方税法第７０２条で規

定されている市町村が課すことのできる税。 

 

な 

農業集落排水（のうぎょうしゅうらくはいすい） 

農業振興地域内の農業集落を対象とし、1集落から数集落を一単位と

して各地区に汚水処理施設を整備するものをいう。 

農業用用排水路（のうぎょうようようはいすいろ） 

農業用の田畑に水を流すための用水路や田畑から不要な水を排出する

ための排水路の総称。 

 

は 

不明水（ふめいすい） 

本来管路を流れるべき汚水以外の水。雨水や地下水などが主な原因で

あり、不明水により処理施設へ流入する水量が増加すると、処理に係る

費用が増大する。 

分流式下水道等に要する経費（ぶんりゅうしきげすいどうとうにようする

けいひ） 

分流式下水道等に要する資本費の一部について繰り出すための経費。

分流式の公共下水道や農業集落排水施設に要する資本のうち、その経営

に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する

額とする。 
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補てん財源（ほてんざいげん） 

資本的収支における不足額を補うための財源。 

 

や 

有収水量（ゆうしゅうすいりょう） 

農業集落排水事業の場合、処理施設で処理された汚水量のうち、排水

管に流入してくる地下水量・雨水等の費用負担すべき者が明らかでない

ものを除いた、使用料収入の対象となった水量をいう。 

有収水量密度（ゆうしゅうすいりょうみつど） 

処理区域面積1haあたりの年間有収水量（年間有収水量÷処理区域面

積）。 

有収率（ゆうしゅうりつ） 

処理施設へ流入する水量に対する有収水量の割合（有収水量÷汚水処

理水量×100）。不明水が多いと有収率は低くなる。 
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経営比較分析表（令和5年度決算）
群馬県　前橋市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2) グラフ凡例

311.59 1,058.63 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 農業集落排水 F1 自治体職員

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円)

329,860

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km 2) 処理区域内人口密度(人/km 2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は、100％を上回り、類似団体平均
も上回っている。引き続き収益の確保、費用の縮減
に努める。
②累積欠損金比率は、0％となっており、引き続き
収益の確保、費用の縮減に努める。
③⑤流動比率、経費回収率は、類似団体平均は上
回っているが、100％は下回っているため、引き続
き収益の確保、費用の縮減に努め、さらなる改善を
図る。
④企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均を上
回っている。直ちに借入を減らす必要はないもの
の、引き続き収益の確保、事業規模に見合った借入
に努める。
⑥汚水処理原価は、類似団体平均を下回っているた
め、引き続き費用の縮減に努める。
⑦施設利用率は、類似団体平均を上回っているが、
今後の人口減少を見込み、施設の更新の際には適正
な施設規模となるよう検討する必要がある。
⑧水洗化率は、100％を下回り、類似団体平均も下
回っている。引き続き整備、啓発を進め水洗化率の
向上に努める。
・本市農業集落排水事業では、法適用以前より一般
会計からの補助金によって赤字補填を行っている。
これにより、経営比較分析における各種指標におい
ては良好な経営状況と判断されるものの、実態は事
業費用を経営に伴う収入のみで賄えていない状況で
ある。

資金不足比率(％)

- 79.80 8.39 79.29 2,156

自己資本構成比率(％)

27,608 15.10 1,828.34 【】 令和5年度全国平均

①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均を大き
く下回っている。
②管渠老朽化率は、法定耐用年数を経過した管渠が
ないため0％となっている。
③管渠改善率は、類似団体平均を上回っているが、
徐々に施設の老朽化が進んでいくため、将来的には
計画に基づいた施設の改築・更新が必要となる。

2. 老朽化の状況

全体総括

・経営の健全性については、経費回収率および流動
比率が100％を下回っていることから、支払能力を
高めるための経営改善に努める必要がある。
・経営の効率性については、類似団体との比較では
効率的な経営がなされている。引き続き、収益の確
保、費用の縮減に努め、さらに経営の健全性・効率
性を高める。
・老朽化の状況については、現在では多くの施設が
まだ老朽化していないが、将来的には計画に基づい
た施設の改築・更新が必要となる。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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①経常収支比率(％)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 0.00

平均値 - - - - 120.64

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 58.78

平均値 - - - - 39.82

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 1,535.92

平均値 - - - - 743.31

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 69.62

平均値 - - - - 61.15

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 150.00

平均値 - - - - 250.43

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 65.99

平均値 - - - - 52.63

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - 84.83

平均値 - - - - 90.32

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【104.44】 【124.06】 【42.02】 【785.10】

【87.54】【49.87】【271.15】【56.93】

【28.42】 【0.08】 【0.02】
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年　　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 757,498 756,688 763,128 676,436

（１） (B) 289,589 302,694 297,806 245,007

ア 289,589 302,694 297,806 245,007

イ (C)

ウ

（２） 467,909 453,994 465,322 431,429

ア 467,465 453,527 462,705 429,105

イ 444 467 2,617 2,324

２ (D) 398,277 406,876 409,419 362,373

（１） 277,134 296,498 300,058 267,570

ア 10,241 10,447 11,379 11,661

イ 266,893 286,051 288,679 255,909

（２） 121,143 110,378 109,361 94,803

ア 109,257 100,195 91,051 82,307

イ 11,886 10,183 18,310 12,496

３ (E) 359,221 349,812 353,709 314,063

1 (F) 521,130 382,934 511,586 402,622

（１） 153,300 104,100 163,800 76,300

（２） 236,738 203,279 211,875 283,132

（３）

（４）

（５） 98,648 49,435 116,099 20,000

（６） 32,444 26,120 19,812 23,190

（７）

２ (G) 888,373 730,216 858,695 691,137

（１） 444,210 296,276 421,816 245,968

21,697 32,953 34,169 34,278

（２） (H) 444,163 433,940 436,879 445,169

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 367,243 △ 347,282 △ 347,109 △ 288,515

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

令和10年度 令和11年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

投資・財政計画
（収支計画）

令和12年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

令和７年度 令和８年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和９年度

令和５年度より

公営企業会計に移行

（単位：千円，％）

様式第2号（法非適用企業）
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年　　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

(J) △ 8,022 2,530 6,600 25,548

(K)

(L) 9,022 1,000 3,530 10,130

(M)

(N) 1,000 3,530 10,130 35,678

(O) 1,000 2,530 9,130

(P) 1,000 1,000 35,678

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 289,589 302,694 297,806 245,007

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 5,433,356 5,103,516 4,830,437 4,461,568

○他会計繰入金

年　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

467,465 453,527 462,705 429,105

467,465 453,527 462,705 429,105

236,738 203,279 211,875 283,132

26,941 27,525 28,122 33,664

209,797 175,754 183,753 249,468

704,203 656,806 674,580 712,237

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

令和７年度

健全化法施行令第16 条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６ 条に 規定 する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17 条により算定した
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に より 算 定 し た

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

(R)

90.17% 83.76%収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 89.92% 89.99%

赤 字 比 率 （ ×100 ）

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度 から の繰 越金

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

投資・財政計画
（収支計画）

令和５年度より

公営企業会計に移行

（単位：千円，％）

様式第2号（法非適用企業）

（単位：千円，％）
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年　　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 262,572 266,318 586,016 638,519 652,657 650,321 648,965 681,281
(1) 262,572 266,318 258,795 317,918 328,646 324,437 320,280 353,805
(2) (B) 1 1 1 1 1 1
(3) 327,220 320,600 324,010 325,883 328,684 327,475

２． 1,277,690 1,026,808 779,145 710,456 688,494 713,496 733,325 729,563
(1) 647,366 410,414 160,081 95,245 73,284 98,286 118,115 114,353

647,366 410,414 160,081 95,245 73,284 98,286 118,115 114,353

(2) 626,966 615,738 618,817 614,968 614,968 614,968 614,968 614,968
(3) 3,358 656 247 243 242 242 242 242

(C) 1,540,262 1,293,126 1,365,161 1,348,975 1,341,151 1,363,817 1,382,290 1,410,844
１． 1,218,377 1,247,731 1,304,701 1,266,195 1,265,654 1,271,579 1,265,524 1,267,238
(1) 28,211 27,644 31,766 29,342 28,999 33,633 28,894 28,894

8,673 8,635 8,050 7,763 7,779 7,795 7,811 7,811
9,097 8,554 11,713 9,526 9,126 13,703 8,893 8,893

10,441 10,455 12,003 12,053 12,094 12,135 12,190 12,190
(2) 333,243 357,174 416,167 371,826 371,628 372,919 371,603 373,317

69,222 73,967 82,567 94,126 94,126 94,126 94,126 94,126
16,673 16,872 18,592 14,042 14,107 14,109 14,108 14,092

247,348 266,335 315,008 263,658 263,395 264,684 263,369 265,099
(3) 856,923 862,913 856,768 865,027 865,027 865,027 865,027 865,027

２． 85,082 73,046 70,561 69,069 71,917 74,469 77,821 85,964
(1) 74,023 67,894 65,065 65,455 68,903 70,776 73,577 82,292
(2) 11,059 5,152 5,496 3,614 3,014 3,693 4,244 3,672

(D) 1,303,459 1,320,777 1,375,262 1,335,264 1,337,571 1,346,048 1,343,345 1,353,202
(E) 236,803 △ 27,651 △ 10,101 13,711 3,580 17,769 38,945 57,642
(F) 278 2,713 160 160 160 160 160 160
(G) 14,793 656 150 159 159 159 159 159
(H) △ 14,515 2,057 10 1 1 1 1 1

222,288 △ 25,594 △ 10,091 13,712 3,581 17,770 38,946 57,643
(I) 222,288 △ 25,594 212,197 △ 11,882 13,712 3,581 3,581
(J) 340,035 300,325 259,701

153,125 111,219 61,960
(K) 578,452 579,725 562,639

446,368 449,748 431,557

127,423 100,729 105,796
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 262,572 266,318 586,015 638,518 652,656 650,320 648,964 681,280

(N)

(O)

(P) 262,572 266,318 586,015 638,518 652,656 650,320 648,964 681,280

4.37% 1.82%累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

う ち 未 収 金

(E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

長 期 前 受 金 戻 入

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息
そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

材 料 費

投資・財政計画
（収支計画）

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度令和７年度 令和８年度

収

益

的

収

入

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

（単位：千円，％）

様式第2号（法適用企業・収益的収支）
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年　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 287,500 332,800 396,300 465,800 383,600 404,300 492,400 386,000

190,000 190,000 190,000 190,000 170,000 140,000 110,000 100,000

２． 39,707 27,747 28,131 24,638 23,251 24,780

３． 26,209 36,227

４．

５．

６． 94,700 68,440 81,350 136,205 77,000 116,700 208,300 130,950

７．

８． 21,000 21,680 3,100

９． 8 46 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

(A) 429,417 459,193 541,457 650,752 509,731 566,638 744,951 562,730

(B)

(C) 429,417 459,193 541,457 650,752 509,731 566,638 744,951 562,730

１． 280,494 305,518 359,678 491,304 332,569 426,922 647,031 474,457

28,994 30,286 34,679 30,679 30,741 30,802 30,863 30,863

２． 447,503 446,368 449,749 451,941 450,435 432,142 423,200 424,162

３．

４．

５． 300 300 300 300 300 300

(D) 727,997 751,886 809,727 943,545 783,304 859,364 1,070,531 898,919

(E) 298,580 292,693 268,270 292,793 273,573 292,726 325,580 336,189

１． 261,864 453,765 144,656 383,841 373,660 374,144 405,465 409,962

２．

３．

４． 235,932 △ 8,012 243,614 28,952 19,913 38,582 40,115 46,227

(F) 497,796 445,753 388,270 412,793 393,573 412,726 445,580 456,189

△ 199,216 △ 153,060 △ 120,000 △ 120,000 △ 120,000 △ 120,000 △ 120,000 △ 120,000

(G)

(H) 4,301,565 4,187,997 4,134,548 4,148,407 4,081,572 4,053,730 4,122,930 4,084,768

○他会計繰入金

年　　　　　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

647,366 410,414 487,301 415,845 397,294 424,169 446,799 441,828

288,586 318,485 327,220 320,600 324,010 325,883 328,684 327,475

358,780 91,929 160,081 95,245 73,284 98,286 118,115 114,353

26,209 36,227 42,807 27,747 28,131 24,638 23,251 24,780

26,209 36,227 39,707 27,747 28,131 24,638 23,251 24,780

3,100

673,575 446,641 530,108 443,592 425,425 448,807 470,050 466,608

令和１２年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１１年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 負 担 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

投資・財政計画
（収支計画）

令和12年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

令和11年度

資

本

的

収

支

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

他 会 計 補 助 金

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

（単位：千円，％）

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円，％）





 

 

 

  

 


